
 

朝日町公民館使用料 

(1) 施設使用料 

(単位：円) 

区分 

施設名 

午前 午後 夜間 全日 

8：30～12：00 13：00～16：30 17：30～21：00 8：30～21：00 

第1会議室 500 500 750 1,750 

第2会議室 500 500 750 1,750 

第3会議室 500 500 750 1,750 

料理教室 500 500 750 1,750 

第1学習室 500 500 750 1,750 

第2学習室 500 500 750 1,750 

談話室 500 500 750 1,750 

パソコン室 500 500 750 1,750 

注 冷暖房使用の場合は、それぞれ20％を加算する。 

なお、夏季(7・8・9月)及び冬季(12・1・2月)は、冷暖房加算としてそれぞれ20％を加

算する。 

(2) 設備器具使用料 

(単位：円) 

設備器具名 1回の使用料 備考 

調理器具一式 300 料理教室での使用に限る。電気、燃料及び水道を含

む。 

音響・映像機器 100 館内で使用に限る。電気料を含む。 

ピアノ 100 学習室での使用に限る。調律料は含まず。 

注(1) 使用料は、午前、午後、夜間の使用時間内を各1回、全日を3回として徴収する。 

(2) 上記に記載のないものについては、その都度教育委員会が別に定める。 

 


